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公布 条例

◇ 鳥取県県有地等 自動車 放置 対 措置 関 条例（ ）（管財課）……………

◇鳥取県県有地等 自動車 放置 対 措置 関 条例

趣旨（第 条関係）

条例 、県有地等 放置 自動車 対 措置 必要 事項 定

。

定義（第 条関係）

条例 用 用語 意義 定 。

放置 禁止（第 条関係）

何人 、正当 理由 、県有地等 、自動車 放置 、若 放置 、又 放置 、若

放置 者 協力 。

調査等（第 条関係）

（ ） 知事 、放置自動車 、当該放置自動車 状況、所有者等 他 事項 調査

、当該放置自動車 撤去 促 当該放置自動車 警告書 付

。

（ ） 知事 、放置自動車 、当該放置自動車 置 場所 管轄 警察署 旨

通報 。

（ ） 知事 、（ ） 放置自動車 調査 場合 、自動車登録番号標 取 外

、放置自動車 外部 調査 所有者等 判明 等 要件 満 、当該放

置自動車 施錠 解錠 、 目的 達成 必要 範囲内 、当該放置自動車 車内 調査

。

（ ）（ ）及 （ ） 調査 職員 、 身分 示 証明書 携帯 、関係者 提示

。

（ ）（ ）及 （ ） 権限 、犯罪捜査 認 解釈 。

放置自動車 移動及 保管等（第 条関係）

（ ） 知事 、 （ ） 警告書 付 日 翌日 起算 日 経過 日以後引 続

当該放置自動車 置 場合 、当該県有地等 利用上又 管理上 支障 生

認 、自 指定 場所 当該放置自動車 移動 、保管

。

（ ） 知事 、（ ） 放置自動車 移動 、保管 場合 、当該放置自動車 所有者等 対 、規

則 定 、 旨 通知 。 、当該放置自動車 所有者

等 判明 場合（所有者等 住所又 居所 判明 場合及 所有者等 死亡 場合 含

。以下同 。） 、規則 定 、 旨 公示 。
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勧告及 命令（第 条関係）

（ ） 知事 、 （ ）及 （ ） 調査 放置自動車 所有者等 判明 、当該所有者

等 対 、 放置自動車 撤去 他必要 措置 講 勧告 。

（ ） 告示 行 後放置自動車 所有者等 判明 、同様 。

（ ） 知事 、（ ） 勧告 受 者 、当該勧告 従 、 者 対 、当該勧告 従

命 。

廃物認定（第 条関係）

（ ） 知事 、 （ ）及 （ ） 調査 行 、放置自動車 所有者等 判明

場合 、 （ ） 警告書 付 日 翌日 起算 月以上経過 、 、当

該放置自動車 、自動車登録番号標 取 外 、自動車 走行 必要 装置 主要 部分

破損 等 要件 満 、当該放置自動車 廃物 認定

。

（ ） 知事 、（ ） 放置自動車 廃物 認定 、 、規則 定

、 旨 告示 。

処分（第 条関係）

（ ） 知事 、 （ ） 放置自動車 廃物 認定 、当該放置自動車 処分 行

。

（ ） 知事 、 （ ） 廃物 認定 困難 放置自動車 所有者等 判明 場合

、 （ ） 警告書 付 日 翌日 起算 月以上経過 、 、県有地等

利用上又 管理上 支障 生 、規則 定 、警告書 付 日等

告示 。

（ ） 知事 、（ ） 告示 日 翌日 起算 月 経過 日以後 、当該放置自

動車 処分 。

費用 請求（第 条関係）

知事 、 （ ） 放置自動車 移動 、保管 場合又 処分 行 場合 、

当該放置自動車 所有者等 判明 、当該所有者等 対 、 移動、保管及 処分 要 費

用 請求 。

規則 委任（第 条関係）

条例 施行 関 必要 事項 、規則 定 。

他（附則関係）

（ ） 条例 、公布 日 施行 。

（ ） 条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失 。 場合 経過措置 関

必要 事項 、規則 定 。

鳥取県県有地等 自動車 放置 対 措置 関 条例 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博
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鳥取県条例第 号32

鳥取県県有地等 自動車 放置 対 措置 関 条例

（趣旨）

第 条 条例 、県有地等 放置 自動車 対 措置 必要 事項 定 。

（定義）

第 条 条例 、次 各号 掲 用語 意義 、当該各号 定 。

（ ） 県有地等 県 所有 、又 管理 土地 。

（ ） 自動車 道路運送車両法（昭和 年法律第 号）第 条第 項 規定 自動車 。

（ ） 放置 自動車 使用 正当 権原 有 場所以外 場所 正当 理由 相当期間置

。

（ ） 放置自動車 県有地等 放置 自動車 。

（ ） 所有者等 自動車 所有権、占有権若 使用権 有 者又 自動車 放置 、若 放置

者 。

（ ） 廃物 放置自動車 自動車 本来 用 供 困難 状態 、 、不要物 認

。

（放置 禁止）

第 条 何人 、正当 理由 、県有地等 、自動車 放置 、若 放置 、又 放置 、若

放置 者 協力 。

（調査等）

第 条 知事 、放置自動車 、当該放置自動車 状況、所有者等 他 事項 調査 、

当該放置自動車 撤去 促 当該放置自動車 警告書 付 。

知事 、放置自動車 、当該放置自動車 置 場所 管轄 警察署 旨 通報

。

知事 、第 項 規定 放置自動車 調査 場合 、次 各号 該当 、

当該放置自動車 施錠 解錠 、 目的 達成 必要 範囲内 、当該放置自動車 車内 調査

。

（ ） 道路運送車両法第 条第 項 規定 自動車登録番号標 取 付

自動車 、当該自動車登録番号標 取 外 若 表示内容 読

又 同法第 条第 項若 第 項若 第 条第 項 規定 抹消登録

。

（ ） 道路運送車両法第 条第 項 規定 車両番号標 表示 自動

車 、当該車両番号標 取 外 又 表示内容 読 。

（ ） 放置自動車 外部 調査 所有者等 判明 。

第 項及 前項 規定 調査 職員 、 身分 示 証明書 携帯 、関係者 提示

。

第 項及 第 項 規定 権限 、犯罪捜査 認 解釈 。

（放置自動車 移動及 保管等）

第 条 知事 、前条第 項 規定 警告書 付 日 翌日 起算 日 経過 日以後引

続 当該放置自動車 置 場合 、当該県有地等 利用上又 管理上 支障 生

認 、自 指定 場所 当該放置自動車 移動 、保管 。

知事 、前項 規定 放置自動車 移動 、保管 場合 、当該放置自動車 所有者等 対 、規則

定 、 旨 通知 。 、当該放置自動車 所有者等 判明 場合

（所有者等 住所又 居所 判明 場合及 所有者等 死亡 場合 含 。以下同 。） 、規則
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定 、 旨 公示 。

（勧告及 命令）

第 条 知事 、第 条第 項及 第 項 規定 調査 放置自動車 所有者等 判明 、当

該所有者等 対 、 放置自動車 撤去 他必要 措置 講 勧告 。次条第

項 規定 告示 行 後放置自動車 所有者等 判明 、同様 。

知事 、前項 規定 勧告 受 者 、当該勧告 従 、 者 対 、当該勧告 従

命 。

（廃物認定）

第 条 知事 、第 条第 項及 第 項 規定 調査 行 、放置自動車 所有者等

判明 場合 、同条第 項 規定 警告書 付 日 翌日 起算 月以上経過 、

、当該放置自動車 次 各号 該当 、当該放置自動車 廃物 認定

。

（ ） 道路運送車両法第 条第 項 規定 自動車登録番号標 取 付

自動車 、当該自動車登録番号標 取 外 若 表示内容 読

又 同法第 条第 項若 第 項若 第 条第 項 規定 抹消登録

。

（ ） 道路運送車両法第 条第 項 規定 車両番号標 表示 自動

車 、当該車両番号標 取 外 又 表示内容 読 。

（ ） 自動車 走行 必要 装置 主要 部分 破損 、若 腐食 、又 失 。

知事 、前項 規定 放置自動車 廃物 認定 、 、規則 定

、 旨 告示 。

（処分）

第 条 知事 、前条第 項 規定 放置自動車 廃物 認定 、当該放置自動車 処分 行

。

知事 、前条第 項 規定 廃物 認定 困難 放置自動車 所有者等 判明 場合

、第 条第 項 規定 警告書 付 日 翌日 起算 月以上経過 、 、県有

地等 利用上又 管理上 支障 生 、規則 定 、次 掲 事項 告示

。

（ ） 警告書 付 日

（ ） 放置 場所（第 条第 項 規定 保管 場合 、放置 場所及

保管 場所）

（ ） 車名、塗色又 自動車登録番号

（ ） 告示後 取扱

（ ） 他規則 定 事項

知事 、前項 規定 告示 日 翌日 起算 月 経過 日以後 、当該放置自動

車 処分 。

（費用 請求）

第 条 知事 、第 条第 項 規定 放置自動車 移動 、保管 場合又 前条 規定 処分 行

場合 、当該放置自動車 所有者等 判明 、当該所有者等 対 、 移動、保管及 処

分 要 費用 請求 。

（規則 委任）

第 条 条例 施行 関 必要 事項 、規則 定 。

附 則

（施行期日）
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１
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この の

この は り その を う この における に し な は

で める

条例 、公布 日 施行 。

（ 条例 失効）

条例 、平成 年 月 日限 、 効力 失 。 場合 経過措置 関 必要 事項 、規

則 定 。
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